
神保町駅（地下鉄半蔵門線・都営新宿線
・都営三田線） 徒歩３分

竹橋駅（地下鉄東西線） 徒歩５分
九段下駅（地下鉄東西線） 徒歩７分
水道橋駅（ＪＲ線） 徒歩１５分

と き５月３日 (火)
１３：3０～１６：００ 開場１３：0０

ところ日本教育会館
3Fホール

シンポジウム「安全に生きる権利」
コーディネーター 江 橋 崇代表

（平和フォーラム代表・法政大学教授）

パ ネ リ ス ト 石丸 小四郎さん

（福島県双葉地区原発反対同盟代表）

満 田 夏 花さん

（国際環境ＮＧＯ ＦｏＥ Ｊａｐａｎ）

山 浦 康 明さん

（日本消費者連盟事務局長）

講演「人間の安全保障と平和基本法」
講 師 前 田 哲 男さん

（軍事評論家）

提起「人間の安全保障へのとりくみ」
平和フォーラム・原水禁 藤 本 泰 成事務局長
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５月３日で憲法は施行6４年を迎えます。歴

史的にも意義があり、世界各地で戦争が絶えな

い今日、日本の憲法を高く評価する声は世界に

広がっています。今回の未曾有の事態に対して

も生命の大事さが、被災者をはじめ多くの住民

の基本におかれていることも、憲法理念が定着

していることのあらわれともいえます。他方で、

「想定外」とされる事態がつづくなか、「非常

事態」「危機管理」「超法規」などの名目で憲法

理念を逸脱あるいは変更する動きが強まること

にも注意しなければなりません。また、福島原

発をめぐっては先の見通しが立っておらず、当

面かつ長期の課題として私たちの生命に関わる

問題になろうとしています。大震災という事態

を踏まえて、「生命の尊厳」に関わる「生存権」

や「人間の安全保障」、「国際社会との協力関係

のあり方」や「平和基本法」の重要性などにつ

いてともに考え、憲法を具体的に生かす活動の

糧にしませんか。


